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国有林材の有利 販売のた めのマーケッティ ング手法の開発 (中間報告)

I 試験担当者

林業経営部生産システム研究室 天野正博

ロ 要旨

第1項では国有林の伐採の状ﾡを調べ、国有林の資源状態が劣化しつつあるこ 

とを明らかにするとともに、 収機時期が木材の量的な供給を基的と して決められ 

るのではなく、期待される収入金額が伐採の動機になっていることを示す。第2 

項では現状をふまえ国有■林がどのような販売コンセプトに基づいて伐採活動を行 

うべきか、そして今後 の素材及び立木販売のあり方 等、 田有林に望まれる販売戦 

路について論する。自然環境との 関わり が深い 森林を取り扱う 生産組織で ほ、 

環境保全を重視した販売活動をせざるを得ないので、第 3 項 では 環境 と 販売 の 調 

和を図るために開発されたグリーン ・ マーケティ ングの活用方法について検討す 

る。 第4節では立木販売を志向することにより生ずるであろう販組織としての 

弱点を、国有林に関係の深いグループ企業によって支援することができるかどう 

かを検討する。 つぎ に販売戦略を 支援する ための 手段として近年 その技術革新 

が 著しい 情報処理システムの利用の可能性 について、POSシステムによる販売情報 

の収集、インターネットによる商品情報の提供、販売データベースの確立による 

効果的な販売活動のための分析等を5節で検討する。 第6節では国産材の販路拡 

大を狙う に は、 生産コス トの合理化だけでなく流通コストの前滅も重要な課題で  

ある こと から、 そのための検討も行った。

m 試験目的

国有林における販売活動の実ﾡを調査し、国有林 に とってより有利な販売方法 

を見つけだすための分析手法について、検討する ことに なって いる。なお、ここ 

で取り上げている有利な販売は、単なる利益率の向上ではなく、公的組織である 

国有林が国民生活の向上へより頁練しようという、広い範囲でみた国民にとって 

・ましい販売方法である。当研究は当初は平成3年度から6年度までの4年間に



なっていたが、 田有林を取り巻く状況が大幡に変化してきているので、 その後の 

国有林の変化を見据えながら販売載略を考えるということで、 平成9年度まで延 

長された。当研究課題の目的の一つに木材情報システムの活用も含まれていたが、 

木材情報システムが独システムから署分散システムに移行した時期と重なった 

こともあり、現時点では業務 レベルでは十分に稼働 していないため、 中間報告で 

は木材情報システムの活用については触れない。 これについては今後も跡調査 

を 行い、最終報告の段階で木材情報システムの活用 方法 について、 提言する予定

である。販売活動の分析手法にしても、当初は 素材販売を 中心 として販売分折を 

行っていたが、国有林が事業の民間実行の徹底、要員規ﾡの適正化及び組織機構 

の簡素化•合理化の観点から立木販売方式を志向 しており、 平成5年度は立木販 

売比率が62%にまでになっていることから、素材の販売分析だけでなく、立木 

処分について も分析を行う ための資料を収集する こと とした。また、 国民の森林 

に対するニーズが木材より も環境面に置かれている ことから、国有林における経 

営自体も木材生産とい う経済行為 だけでなく、環境財としての森林の維持育成も 

大きな使命となっており、環境志向のマーケティ ングであるグリーン ・ マーケテ 

イングとい う観点 からも、販戦略を検討する。さらに、 近年の情報分野の技術 

革新は各産業界ににおいて も大きな影響を与えている。今回の販売分析手法を検 

討するにあたっても、 POSやイ ンターネッ トといった 情報処理分野 で注目されてい 

る技術と、 国有林の販売体系についての検討を行っている。なお、国有林ほ 公的 

企業であるため、民間企業のようにより高い値段で国有林材を販売するという目 

的 だけを追求するのではなく、 木材のような生活必需品を生産する公的経営体の 

販売コンセプトは、生活者 に 良質 の素材を適正な 値段で提供する こと が最優先さ 

れる。さらに、我が国のような林業関連の民間企業の規模が小さなところでは、

技術革新や経営コ ンセプトについても リ ーダーシップをと らな く てはいけ ないと 

いう視点に立って、 作業を進めている。 中間段附でのまとめであることから、デ 

ータの具休的な分析等は最終報告に回し、 分析手法を確立するための方向付けに 

不可欠な、国有林材の木材生産の実態や国有林を取り巻く状況を分析することに 

より、材の流通も含めてこれからの国有林に必要な販売体系を提案 した。最終報 

告では拠案を実現するためにデータベースやPOS、 インターネッ トといった情 

報関連技術をどのように活用 していくか について、 提案する予定である。

IV 試験の方法と結果

1・ 国有林の木材生産とそれを取り巻く状況

1) 国有林の森林資源状況

国有林の 販売戦略 を 考える 際 に、国有林の資源状況 や伐採状況、販売価格等に 

ついて 知る 必要 があ る。 とくに、 国有林の伐採量は後で述べるように年々低下し 

ており、 これが資潔の枯ﾡにあるのか生産性の低さにあるのか、 さらに輸入材と 

の競合関係にあるかなど、伐採量の低下に関係する 背景を明らかにする必要があ 

る。そこで、本節では統計データを中心にして国有林の資源面について検討を加 

えてみる。

まず、 国有林の過去の立木伐採量を見ると図1 1のようになっており、 19 

6 5年までは国内の需要量の増大に対応するため伐採量を増やしてきたが、 それ 

以降は生産実績が年々滅少している。 ちなみに 1 9 8 8年の立木伐採量は 1 9 6

図1-1 国有林の立木 伐採材積の推移

出典 : 林野庁 「林業統計要覧」



5年のそれの48%とほぽ半減している。 ただし、 このような伐採量の減少は国

有林だけでない。 図1-2に示したように民有林と合せて見てみると、 1965

年を 境 に 立木伐採 材積 が減少するの は、 民有林・国有林に共通の傾向であること 

がわかる。 こうした日本林業の停が1965年を境に始まったのには、 以下の 

ような原因が考えられる。

(1) 木材市況の低迷

木材 市況について は図 1 - 3でみるように 1 9 6 5年以降も国産丸太価格指数 

は上昇を統け、 低迷期にはいるのは1980年代に入ってからである。 とくに7 

0年代後半は我が国だけでな く 米国 におい て も 住宅 着工 戸数 が 大幅に 伸 び た 時 期 

で需給関係 も逼迫 して おり、世界的に木材価格が 高騰 した。 木材市況の低迷が始 

まったのは1 9 8 0年以降になって木造住宅着工戸数が帝ち込んでからである 

(図 1 -4)。 1 9 8 7年には内ﾡ拡大政策の影響で一次的に木造住宅着工戸数 

が伸び、 回内の木材市況は回復したが、 国産材の供給 敬 増加には結びつかなかっ 

た。 こうしたことから、 必ずしも 国産 材 の 減少 時期 と 木材 価格 の 停滞 時期 は一致 

していないといえる。 このため、 木材 市況の 低迷 が近年 の 伐採 量 の 減 少 理由 の一 

つ に あげられて はいる が、 国有林の伐採量が滅少しだしたきっかけには木材市況 

以外の因子も大きく関与していると考えられる。

(2 木材市場での輸入材のシェアが拡大してきたこと

図 1 - 5に見られるように 1 9 6 5年頃以降7〜8年の間に輸入材が急連に増 

加した。 これは、 木材輸入の自由化を図った政策効果によるものとぢえられる。 

木材崎入量の増加に反比例するように国産材供給量は減少を続けるが、 1 9 7 5 

年以降は量的には目立った減少はなくなった。 しかし、 その後2回ほど需要拡大 

期 が訪れた にもかかわらず、 それに反応したのは輸入材だけであり、 国産材 は 需 

愛の増減に関係なく一貫してわずかづつではあるが通滅領向にあり、 木材市場で 

のシェアを回復する兆しはない。
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年度

(3) 国有林資源 の端境期

(ア) h a 当たり 伐採 立木 材積 の 推移

国有林の伐採量をha当たり材ﾡの推移でみると(図1 6)、 1967年ま 

では年々 h a当たりの伐探 材積 ば 上昇 してき た カく、 その後、 横 过 い あるいは 減少 

に転じている。 これは従来、 成熟した天然林や大正時代の特別経営時代に造成さ 

れた高齢級、 高著積の人工林を中心とした伐採をしてきたのが、 順次新しく造成 

された人工林に伐採の対象が移ってきたため、 単位面ﾡ当たりの伐採量が減少し 

てきたことによる。 単位而 積 当たり の伐採立木材積が下がる とい う こと は生産性 

の低下を意味し、 伐採コス トが高くっく こと から 国有林 材 の 競争 力 の 弱体化 につ 

ながる。 そして、 素材 生産での採算性 が 低下する ことば、結果的に伐採 しよう と 

しても収益より費用の方が高くなる林分 (国行林では 「負荷になる林分」 と呼ん 

でいる) が 多く なる ので 伐採の対象に できる林分 も減少 し、 それが国有林の伐採 

量の減少 を 生むこ とになる。 1 9 8 3年以降はh a 当たりの伐採立木材積が急激

図1-4 木造住宅番工戸数

出典 : 林野庁販売推進空業ﾡ資料
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図1 6 国有林のha当たり立木伐採材積の推移

出典: 林野庁「林業統計要覧」



に減少しはじめている。 この原因の一部には択伐施業の増加もあるが、 主とする 

理由 は伐採林分の林齢が下がって きてい る ため である。 こうした領向は、 国有林 

の素材生産活動のコス ト ・パフオーマンスが低下していることを示す。

(イ) 人工林資源

国有林の人工林齢級配置を時系列的にみると (図1-7)、 年々齢級配置のピ 

ークが高齢級の方へ移行してきており、 破後造林された林分が順次伐期に近づい 

てきていることがよくわかる。これらの林分が伐期に達すれば、資源的には問題 

がなくなる。なお、 国有林の伐採の中心である9齢級以上の林分についてみると、 

1 3齢級以上を除いては1 9 6 6年の資源構成の場合がもっとも多い。 ここで、 

1 3齢級以上の林分は例え人工林であっても紫伐であったり、 保護樹帯で択伐施 

※がと られるとか、 あるいはアクセスが悪いため伐採されずに残された林分など 

が多く含まれていることに注意すべきである。 こうしたことから、 10齢級から

500 th a

12345678910111213以上

級

図 1 7 国有林 の 人工林 齢級 配置 の 時系列 的な 動き

出典:林野庁調べ

1 2命級の林分が純然たる伐採対象林分の大きさに近いと考えられる。 1 9 6 6 

年 の段階でば、 これ らの齢級 に 属する、 つまり伐採対象となる林分が現在に比べ 

多かった といえる。 1990年段ﾡでの国行林の人工林齢級配置をみると、 その 

大半が8齢級以下であり、 これ らの林分 が 主伐の対象とな る に は後 1 0年はかか 

る。 この ため、 現在の人工林資激は高齢級林分が少なくなり、 伐採まで1 0数年 

待たねば ならない 若齢 級 の 林分 が 多い とい える。 国有林の木材供給体制が資源的 

に整備されるまでには、 まだ相当の年数がかかると考えねばならない。

(ゥ) 天然林資澤

つぎに天然林の齢級配置を調べてみるが、 理解を助けるため民有林・ 国有林を 

比般しながら齢級配置を見てみる (図1- 8)。民有林では 旧 薪炭林が多い ため 

7齢級を中心として、 その周辺に多くの森林が分布している。 一方、 国有林は奥 

地山岳林が主体であるため、 高齢級に偏った齢級配置になっている。 かって、 国 

行林は大正期の特別経営時代に造成された人工林と、 これら高齢級の天然林を中 

心に伐採していたが、搬出が容易な高齢級の天然生林分が減少してきたのと、近 

年の林業政策が木材供給中心から、 公益的機能に比重をせしてきているため、 天 

然 林 の伐採が舞しくな ってきてい る。 そこで、 現在は 高齢級の天然林や古く に 造 

成され 成熟した 人工林から、 載後造林した若い人工林に伐採の対象をせ行させて 

いる段階である。国有林経営のこうした傾向は造林の動きを見ればよく解る。図 

1 9 (国行林の年度別造林面積) に拡大造林、 再造林別の面積を年度別に示し

たが、 1970年以降、 再造林、 拡大造林ともに面ﾡが年々減少している。 しか 

し、 再造 林 の 減少 の 度合い は それ ほど でも ない が、 拡大林は最近ではピーク時 

の1/20以下になっている。 これは、 人工林の拡大 化 が 終了 した こと と、 天然 

林の施業制約が厳しくなり、皆伐から択伐に天然林施業が移行しつつあることな 

どによる。 1965年以降の伐採量低下のﾡ因の一つとしては、 拡大造林にとも 

なって行われた 大規模な 天然林の伐採 が 年々 減少 した こ とが大き く 影響している。

(4) 国有林 に おける 伐採 対象 の 質的 変化

戦後の復興期から高度経済成長期にいたる 1970年頃ま では、 木材需要 の増大 に 

いかに 対応する かが、 国有林経営の大きな目的であった。 このため、 国有林が比

-8 -
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較 的 多く 存在している奥地山岳林の開発が進められ、 そこで の 天然 林 の 伐採 跡地 

に 人工林 が造成 されて いった。 国行林の伐採量を主要な樹ﾡであるスギ、 ヒノキ 

とそれ以外という3つに分けた図1 10からも、 こうした経緯が読み取れる。 

なお、 スギ、 ヒノキ に は 天然林からの伐採も含まれ、 1970年頃までは、 スギ 

で1/3〜1/4、 ヒノキで1/4〜1/7程度が天然生のスギ、 ヒノキであっ 

た。 現在では、 天然林からのスギ、 ヒノキ の 伐採 は 極めて 少ない。 1970年以 

降はスギ、 ヒノキ以外のﾡﾡの伐探量が年々滅少しているのに対し、 スギ、 ヒノ 

キはほぼ横述いであることから、 国有林の伐採に占めるスギ、 ヒノキのシェアは 

年々高くなっている。 ただし、 シェアが拡大しても的にはほほ横述いであり、 

拡大造林のピークが2 0〜 3 0年前にあったことから現在のスギ・ ヒノキ資源の 

林齡構成を推定すると、 量的にスギ、 ヒノキが用加 して くる には、 あと10数年 

はかかる。
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2) 国有林における伐採傾向

(1) 国有林における伐採の現状

国有林の資源状況について前節で見てきたが、ここでは国有林の伐採がどのよ 

うな判断の基で実施されているかについて調べてみる。 基本的には地域森林計画 

におい て営林署の意向を組み入れながら、向こう5年間の伐採対象林分が定めら 

れる。伐採対象林分をどのような順序で伐採するかについては、各林分の配置や 

その時々の木材価格を勘案しながら世林署長が判断する。国有林ではどの林分を 

何時販売するかが、 販売破略上もっとも重要な要因になる。一般の企業では戦略 

において最重要とされる項目は、 本社の中枢部門で決定されるのと大きく異なっ 

ている。 もっとも、 営林署長は全くの独断で判断するのではなく、 局の販売課の 

指示 も受けながら伐採箇所、伐採時期 を 決めて いる。このよ うに、 事業実行の前 

線に立つ責任者が販売戒略上の基本的な事項について決定権を持つのは、 国有林 

の歴史が古いことと、 林業の持つ地域性に起因している。 しかし、 現在のように 

情報ネッ トワーク が整備 され、 細織的な販売活動が可能になった段階においても、 

望ま しい販売形態であるかどうかについては、 検討 の 余地 かあ る。

さて、国冇林での伐採倾向を見るため伐採林齢以上の人工林が比較的多く、主 

伐活動が盛んな九州地域にある6つの営林署で、 1 9 8 8 年〜 1 9 9 0年までの 

間に伐採された林分について、樹種、伐採林齢、伐採面積、 立木材ﾡから伐採傾 

向を調べた。 樹ﾡとしては伐採量の多いスギ、 ヒノキ、 広葉樹の3つを取り上げ 

た。なお、 国布林では小班面積が民布林に比べ比ﾡ的大きいので、 1っの小班内 

に複数の樹種が混交している場合が多い。そこで、集めた伐採林分の情報は8 3 

2件であったが、 伐採傾向を分析しやすくするため、 なるべく上記の3つの樹種 

のどれかが過半を占めている伐採林分だけを分析の対象とした。伐採 傾向 の 分析 

に 使用 した 伐採件数として は スギ 249 件、 ヒノキ295件、 広葉樹 187 件で 

ある。 各樹ﾡの、 平均伐期齢級、 伐期齢級分散は表1 1のようになった。 なお、 

ここ では 伐採時期 を表す 単位 として林齢を用いず、 林計画で用いられている5 

林齢を 1 単位とする齢級で伐採時期を表している。

旧国有林野規程では、林木の総成長量の年平均 が 般大とな る時期 を基準と して、 

その利用価値を考慮しなから伐期齢を定めることとしている。また、国有林の伐 

採量を定める従來の地域施業計画では、伐採 の 原則 は 成長 が 衰えた 高 齢級 から 順

表1-1 樹種別の平均伐期齢 ・伐期齢分散

樹 種 平均伐期齢 伐期齢分散

ス ギ 11.39 6. 28

ヒノキ 13. 52 4. 65

広葉樹 (全体) 17. 00 77. 88

広葉樹 (20齢級以下) 11.30 7. 84

広葉樹 (21齢級以上) 29. 22 9.12

に伐採していくことになっていた。したがって、これらの規程に従って伐採をす 

るならば、 髙 齢級 林分 を 整理 しながら、徐々に 伐期 齢 まで 下がり、最終的に は 伐 

期齢近く で毎分期の伐採が、繰り返される ことになる。 しかし、 今回の調査で明 

らかになったことは、伐採される小班は必ずしも髙齢級から順に選ばれるのでは 

なく、さまざまな齢級に屈する林分が伐採されており、明確な経営意志のもとで 

機械的に伐採対象林分が定められているのではないこ とである。 これ は 作業 行程、 

搬出のし易さ、立木の販売価格などを総合的に判断して、伐採対象林分が選定さ

れているためであろう。 そこで、 樹種別・齢級別の伐採面積を図に示し、 それぞ 

れの伐採性向を調べてみる。

①スギ

スギの伐探齢級分布は図1 10のように9ﾡ級をピークにし、 負の2項分布 

に 近い形で分布 している。 これは9齢級を国有林野規ﾡに即して営林局が伐期齢 

と して決めて いる ので、 その伐期齢に達するのを待って伐採にはいる林分が多い 

ことから、 ここに伐採が集中たことによる。少し古くなるが、 1982年〜19 

8 4 年に かけての九州地域の民有林のスギの伐採齡 級 の分布 は、図1 - 1 1のよ 

うに正規分布に近い形をしており、 国有林の それ と は明らかに 異なる。伐期 齢 の 

ピークも民有林の方が国有林より2命級ほど若い。 これ は、 国有林の経営方針の 

ひとつである、伐期齢以上の森林のみを伐採対象とする条件に生産活動を規制さ

れているためである。 こうした伐採傾向 は、国有林の ように経営規程とい う 単.一
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図1 - 1 1 民行林スギ伐採林分のﾡ級分布

の経営規範のもとで事業推進がなされる場地合には、 予想 される 伐採 齢 の 分布 パタ 

ーンである。 ただ、 営林局の資源状ﾡは図1 - 1 2のようであり、 高齢級にも相 

当のスギが残っていることから、 必ずしも 順に 高齢級から 伐採が行なわれて いる 

わけ でない こと も 読み取れる。なお、 スギの伐採齢級分布の形は最小伐期齢が決 

まっているので、統計的には南雲が提案したようにワイブル分布を当てはめれば、 

適合度は 高5 いと 思われる。

②ヒノキ

ヒノキの伐採齢級は図1 - 1 3に示したように14齢級辺りに分布の中心があ 

り、 その前後の齢級にほほ左右対称に近い形で分布している。 図1 13に同じ 

九 州 地域の民有林のヒノキの 伐採齢級の分布を示す。両者の違いは民有林の伐採 

齢級 の 分布 の 中心 が 9 齢級 と 国有林 に 比べて 若い こ とと、 民行林のほうが固有林 

に比ベピークがはっきりしていることである。 しかし、民有林と 同様に 国有林 に 

おいても伐採齢級にはかなりの分散があることがわかる。 なお、 表1-1に示し 

た平均伐期齢はスギに比べ2齢級ほど高くなっているが、 これは現実のスギとヒ 

ノ キの伐採林齢の違いによ く 一致している。

③ 広 葉 樹

広葉樹の 伐採齢級分布 は スギ、 ヒノキとは違ってまとまりがない分布をしてい 

る (図 1 - 1 5)。 この ため、 表1 - 1 に 示した ように 広葉樹 全体 でみた とき の 

伐期齢分散は77.9と極めて大きい。 これは広業桃の中にシイ・カシのように寿命 

が短い樹種や、 シイタケ 原木 に 用いられる コナラ の ように、 利用目的が小径木に 

個っている ものから、 板材や本具材を生産目的と して長 伐期 施業を行う ものまで、 

多様性のある樹種を広葉樹 として一まとめにしたためである。 そこで、 20齢級 

未満と2 0齢級以上に分けてみると、 減反率 パラメータ である 平均伐期 齢と伐期 

齢 分散 は 常識的な 値を とる。 したがって、 広葉桃の場合はパルプ材やシイクケ原 

木の生産 を 目的 とした 短伐期施業を行う グループ と、 家具材などの用材生産を目 

的と した 長 伐期 施業 グループ に 分ける と、伐採 の 傾 向 を 把握 し 易い。

(2 )伐採齢級が分散する背景

(ア) 各伐採齢級における生産材積の迎い

国有林のように計画的に伐採を行っていく 単一の経営細織であれば、 スギに多 

少 その 傾向 が みられる ように、 ある特定の齢級に伐採が集中してもよいように思
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図1 - 1 2 6営林署のスギ現況の齢級配置 図 1 - 1 4 民冇林 ヒノキ 伐採 林分 の 齢級 分布

齢級

図1-13 国有林の ヒノキ 伐採林分の齢級 分布 図 1 - 1 5広共樹伐採林分の鈴級分布
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える。 しかし、 実際にはヒノキなどのように民有林とほぼ向程度の伐採齢級の広 

がりを持つのは何故であろうか。伐採齢級 が 分散する原因を検討 する ため、 まず、 

分析に用いたヒノキの伐採林分 について、林齢とha当たりの立木材確の関係を 

図 1 - 1 6に示す。 林齢が高くなるにつれ分散は大きくなるという傾向はあるが、 

林齢と立木材積の間には明確な相関は見られない。 単木で考えれば立木材積は林 

齢とともに 大きくなるの ほ 当然である が、 林分全体でみた場合には、 植栽されて 

から年月が経過するとともに、 林分内に各様被害や隣接木との競合によってギャ 

ップが生じ、 伐採面積として計上されて くる小班区画面積の内、 林木が成立して 

いる 面積 の 割合 が 減少 して 行く ため、 あるいは 小 班 区画 全体に 林木 が 成立 してい 

ても、 木的な枯死により疎林状態の部分が多くなったりするため、 ha当たり 

の蓄積が低くなると考えられる。たまたま小班区画全域に林木が成立し、立地環 

境も良好な林分では高い蓄積を示し、逆に被害を受け、かっ立地環境も良くない 

林分 では、 一向に新称が増えないか逆に滅少していく。 両者の格差は時 間 ととも 

に 広がる ため、 図に示したように高齢級ほど立木材積のばらつきが大き く なる。

図1-16 伐採時期における ヒノキの林齢と 立木材積の関係

つぎに、 各齢級別に ha あたり の伐採 材積の違い を見てみよう。 スギの場合、 

各齢級の平均材積は9齢級から命級が高く なるにっれ、 平均立木材積もほほ増加 

する。 しかし、 図1-17から明らかなように、 6営林器のスギの平均伐採林齢 

前後での、 各齢級における伐採時期のh a当たり立木材積は、林分 によ って相当 

な迎いのあることが解る。 同様に ヒノキ について も平均立木材積は齢級と ともに 

増加するが、 図1-18に示したように、 同一齢級 でも 収 穫 できる 立木 材積 は 林 

分 によ って かなり の 差が生じて いる。 ただ、 どの齢級においてもha当たり立木 

材ﾡが2 0 0m'以下での伐採が少ないことから、 ある程度の番積になるまでは、 

林齢 に 関係 なく 伐採を差し控えて いる と 推察される。このことが、 林分によって 

伐採時期がバラつく原因の一つになっている。

(イ) 立木価格の違い

しかし、 伐採齢級とそのときのh a 当たり 立木材積の分布データ を見る限り で 

は、明確な伐採の 基準は読み取れない。 そこで、 伐採したときのha当たりの立 

木 価格 について 調べて みた。 図1 19は伐採の現状を分析するために用いたデ 

ータのうち、 ヒノキが伐採材積で8ﾡ以上を占めている林分について、 そのha 

当たり立木価格と齢級の関係を図示したものである。 林齢が高く なる に つれ立木 

価格は高くはなるが、 同時に 価格 のばら つき も 大きく なる ので、 簡単な数式で両 

者の関係を示すことは出来なかった。 ただ、 伐採を開始する時期は林齢で4 5 〜 

5 0年、 h a当たり立木価格では4 0 0万円以上の林分になったときであること 

がわかる。 いま、 同様の分析を本州中部のヒノキを中心として生産事業を行って 

いる別の2つの営林署について行った(図1-20)。 ここでは、 立木の代わり 

にha当たり茶材価格を用いたが、 全ての伐採区画がha当たり900万円以上 

であり、 図2-1 9と同様に伐採開始時期と材価の間には大きな関係があること 

は、 これらの営林岩でも明かである。 このこ とか ら、 伐採時期は単純に林齢や材 

積 だけ で 決まる ので ほ なく、 立木価格が強く影響していることがわかる。 したが 

って、 林分によっては一定額以上の生産額を得るためには、 標準的な林分に比べ 

伐採時期を ある 程度延期する 必要が出て くる。 逆に、 成長が 早く 品質 の 良い材を 

生産できる林分では、伐採時期は標準的な林分より早まる。一般に材価は蓄積と 

その林分 の 施業履歴、 自然県境、 植救品種などによって決まるが、 材積以上にば 

らつきが大きい。 この ため、 伐採時期は単純に齢級だけでは決まらず、 伐採区画
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でのh a 当たり 生武額が伐探を決める要因の一つ になっており、結果的にかなり 

幅 の 広い 林齢 で 伐採 が 行われる ことに なる。 また、 近年 は 長 伐期 施業、 複層林施 

業、 択伐施業と施業自体も多様化している。 利用日的、 生産 目的によ って こうし 

た標準的な皆伐以外の施業が取られるので、伐採される林齢の分布もますます幅 

が広くなろう。

9齢級

a. 9齢級 b. 10齢級

4.5

伐
採
箇
所
数 I,, :,,

¥ 4M ・・r Mr ～----xス------...-,-------------- 4Tて ,,, C X* う 4r M ・e

0.5

15 175 225 275 325 375 425 475 525 575 6 25 675 I25 175 225 275 325 375 425 475 52S $75 625 675
材積 (m'/h a)

1 1 齢級

材積 (m'/h a)

d. 12命級

11齢級 d・12齢級

図1 18 ヒノキ 伐採林分 の生産材積の違い

図 1 7 スギ伐採林分の生産材債の違い
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図1 19 ヒノキの立木価格と林齢の関係
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段1 -2 0 ヒノキの伐採林齢と素材産額の関係

2・国有林が取るべき販のコンセプト

1) マーケティングの目的

販売分析の目的は、 国産材が生産する商品を販売していくにあたって、 どのよ 

うなマーケティ ング戦略 ・ 戰 術 を展開する か を明らかに し、 そのために生産 ・販 

売 ・ 流通の各部 門 でどういった対をとればよいかを拠案することである。 した 

がって、 国行林材を販売するためのコンセプトを明らかにしなければ、販売分析 

自体も成り立たない。 ここでは国有林に望まれる販コンセプトについて検討す 

る。

チャーター ド・ マーケティ ング研究所によれば、 マーケティ ングとは 「駅客の 

要求を明らかにし、 予見し、 そして満足を提供するため、 これらを有利に展開す 

るための経営方法である。」と定義されている。 一方、1960年代後期から1970年 

代初期にかけて、 社会志向的マーケティングと呼ばれる、販売活動が社会全体に 

与える影響も考慮しながら、 企業活動を行おうという考え方が現れた。 さらに進 

んで、地球規模 での理境 間 題 が 大きく クローズアップされるように なると、限り 

ある資源を持続的に利用しつつ、企業活動や贩売活動が環境面に与える影響に も 

配慮していこうという動きが現れてきた。ここで、企業は社会的責任を果たしな 

がら利益を追求する販売活動を行うことになる 。

木材のように環境保全からみて重要な森林を伐採して生産される商品を扱って 

いくには、 地域レベルでの自然環境保護から、 地球レベルで関心が持たれている 

持続的 生産 までを 考慮 に 入れた 生産 活動 を行い、国民の指示を得た上で販売活動 

を展開すべきである。 事実、熱帯で生産される木材については、持続的 生産を行 

って いる とい う 保証を 受けたCertification SystenやLabeling Systenが欧州を中 

心 とした 国々 から 要求 され、ITTOでも Certification Systemの 採用 を勧告してい 

る。国有林でもこう した社会の動きを考慮した販売活動を展開すべきである。

2) 公的 企業としてのコンセプト

国有林 が との 程度 まで の 企業 活動 が 許される のか、田有林野事業特別会計 法 や 

国有林野の活用に関する法律等で定められる 規制 について、 詳しく検討する必要 

があるが、規制 緩和の中で公企業に も 利潤追求の 枠が広がってこよう。しかし、 

国有林は公的企業であるため、高い値段で国有林材を販売するという目的だけを 

追求するのではない。木材のような生活必需品を生産する公的経営体の販売コン 

セプト は、 生活者に良質の来材を適正なﾡ段で提供すべきという前提にたっこと 

が望まれる。また、国有林を組織として管理している林野庁は、民冇林行政も担 

当している。 さらに、 国有林の周辺には国有林材を買い取ることで企業活動を展 

開している経営体も多くある。国有林の素材や立木販売 において は、こうした林
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業セクター内の経営体 (林業関係者) についても、配慮する必災がある。ただし、 

林業関係者への配慮に信りすきると、 都市生活者を中心とする回民からの支持を 

失うおそれがあり、 逆に生活者の大部分を占める一般国民から支持が得られても、 

それがそのまま林業関係者からの支持に繋がるとはﾡらない。 このように公的企 

業においてはあらゆる部分の国民にも配慮をした、バランスのとれた企業活動を 

行えるようなコンセプトの確立が必要になる。

3) 国有林材を販売する上でのコンセプト

生活者が要求しているのは、価格がリーズナブルで特別な材質ではなく、しか 

し十分に乾燥された信頼性のある素材である。かってのように銘柄材を好むこと 

なく、無節材に対する要求も世代の交代が進むにつれ減少する傾向にあることは 

疑う 余地 も ない。住宅建築様式も好性の高い在来工法による建築は少なくなり、 

クロス張りの洋室がかなりの部分を占めるようになってきている。

住宅行政関係者の間に 「館住宅」と「商品住宅」という言葉がある。 前者は都 

市近郊の農家が建てる住宅を指し、 国産材でかつ高品質の材をふんだんに使用し 

てい る在来工法 によ る木造 家屋である。後者は都市の動労者が住宅金融公庫の融 

資などを得て、通勤圏内 に 建てる住宅を指す。いま第1項の図1-1を見てみよ 

う。前述したように1987年の内需拡大政策で住宅需要を増加 させる政府の政策に 

より、 1 987年の木造住宅着工戸数は突出している。 同じく第1項の図1-2 

に年次別の木材の供給量を示してあるが、やはり 住宅建設の増加を受けて 1 9 8 

7年以降は木材供給量が急激に増加した。 しかし、増加 の 内訳 を みる と 増えた の 

ほ輸入材 であって、国産材は一貫して減少傾向にある。つまり、国民の中でも比 

較的、住宅にお金をかける ことができる層に国産材が使われ、一般市民は崎入材 

を使用しているといえよう。突き詰めて考えれば、国有林を環境保全等の木材生 

産以外の日的に転用しても、 国民からの反論が少ないことを意味する。 阪神大震 

災以来、 2X4工法やプレハブエ法の住宅が在米の袖組工法よりも耐震性が強い 

とのイメージが広がったため、 こうした 傾向 は いっそう強まっている。 国有林が 

日指す製品販売には2つの目的があり、 一つ は一般 国民 の 支持 が 得られる 並 材 を 

適正な価格で供給することにある。 も う一っの目的 は 国有林材の流通加工 により 

糧を得ている林業関係者のため、収益率の高い高品質材を提供することである。 

この2つの目的は相反するものであるが、国有林が所有 している人工林は、 どち 

らかといえば並材生産を目指したものが多く、 先程述べた 「商品住宅」 に適した 

素材を主として供給 し、 「館住宅」に使用 される 高品質材については、 奥地山岳 

林で環境保全上、 長伐期が望ま しい森林 において副次的に 生産 してい く のが妥当 

であろう。

4) 国有林という 全 国 組織 としての 販売コンセプト

一般に事業規模が拡大することにより、収益率が向上すると いわれている。こ 

れは条積の生産量が増加するにつれ量産による生産コストの低下とともに、 「事 

業の経験」が新ﾡされ、 合理化による生産コストの低下も図れることによる。 業 

界 によ って違い はある ものの、累積生産 球が倍々 になる毎に20-30の準で低下す 

ると言われ、投資収益率と 相対的市場占拠率に密接な関係があ る こと も 明らかに 

なった。 事実、各企業は累積生産 信 を増加させ、 市場シェアを確保することに血 

道を上げている。 その手段として家電業界は系列家電店をフィルム業界は系列現 

像所を生命保険業界は外交員を整備し、カメラ業界は交換レンズの互換性を排除 

している。 こう した動きはマーケティ ング戦略の結果として現れたものである。

国有林でも規模のメ リ ッ トを享受するための戦略が存在 しているだろう か。シ 

ステム販売と呼ばれる局レベルでの販売方法が始まった。これは低質材の販売を 

目的にしており、国有林材の販売主体は依然として素材を生産したあるいは立木 

を管理している各々の営林署で行われる競"入札ある。つまり、国冇林が 全国を 

カバーする最大手の素材供給者 である にもかかわらず、局の販売課で統括的な管 

理はしている ものの、各営林署単位で販売活動は独立して行うため、小規模な素 

材 供給者 と何ら変わらない位置付け になっており、 細織規ﾡのメ リ ッ トがあまり 

発揮されていない。

木的ヒ ノキや青森ヒバのような特殊材を除いて、国有林材が それぞれの地元 に 

おいて販売されている理由と して は 般つか 考えられる。ひとつは地場の製材業者 

を育成するということである。また、かっては道路の整備もされておらず輸送に 

も 経費がかかった ので、国有林材の購入業者の多くが地元の業者であった。 しか 

し、近年は多く の素材業者や製材業者は複数の営林署から購入 しており、費送費 

は 別 に負担に はなっていない。

また、 日本 の 国土 は 南北 に 長い ため、北 と 南 では 気候 条件 が 大きく 異なり 生態 

系も多様である。国冇林も国土の広がりに応じて様々に個性的な森林を所冇して 

いる。 このため、森林の管理をする ためには国有林を多数の組織に分割 し、異な 

る形で森林を 取り扱う の は 意味 がある。しかし、 木材の利用方法を見ると山間地 

にも輸入材が入り込んでいることからも解るように地域差はないので、製材業者 

が地元産の素材しか加工しないというケースは少なく、規換の拡大を図るため組 

織的な販売体制を確立することば、大いに検討の余地がある。

5) 収入の確保を前提とした販ﾡコンセプト

ピーター・ ドラッカーによれば、 企業経営に関する各種機能のうち、収入を生 

み出すのはマーケティングのみであり、他の 生産、 人事、 財務、技術開発などは
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そのためのコス トだとしている。 とくに 市場規模 が 成長し続けているとき に は、 

国行林材の需要創造というマーケティ ングだけを行っていれば良かったが、 現在 

の木材市場のように成熱化傾向にある場合には、限られたパイの中で輸入材との 

競合、民有林材との 競合を行っていく 必要がある。このため、国有林の収入増加 

を図るということ は他者の収入の減少に繫がる わけで、厳しい競争下に おいて民 

間企業の存続にも配慮しながらマーケティ ング活動を展開することになる。民間 

の企業であれば収益性が低い事業分野から撤退し、別のが業に投資先を変えるこ 

とが可能であるが、 公企業である国有林でそれは不可能であり、 木材を生産し続 

けることが使命である。 木材生産を中断できない以上森林の持続的な利用を図る 

こと は 必須 条件 で あり、利用 可能 他に 上限 があ る こと を 認 識して おかなく てはい 

けない。また、国有林は林業分りでのリーディング経営体として技術革新にも貢 

献しなければならない。しかし、現実には国有林は事業の民間実行の徹底、要員 

規模の適正化及び紐織機構の物素•化•合理化の観点から立木販売方式を志向して 

おり、 平成5年度は立木販比率は62%にまでなっており、今後も リーディング企 

業としての責務を果たせるか否かは疑問である。また、近年の自由化競争による 

価格形成推進政策にも、貢献 する 必要 があ る。そのためには、参加 しやす い 入札 

制度や資格制ﾡをしない相対引が必災になってく る。 国有林は収人を確保する 

ためのマーケティ ング活動を行う上で、公企業として様々な 制約を受けて いると 

いえよう。一方 で 国有林 の もつ 累積 债務 は、積極的な マーケティ ング活動による 

収入増加をせざる を得ない状況に 国有林を追い込んでいる。なお、国民の余暇活 

動への関心の高まりから、森林が創出する生産物を木材だけに限定せず、環境や 

レク リ ェーショ ンなども販売の対象として考えることは検討に価する。

3.環境に配慮した販売戦略

1 ) 国行林は誰のものか

国行林の販売活動に関するコ ンセプ トの項でも検討 したが、 国有林材を生産 し 

販売する目的は、 その事業により国民の利益を実現させることにある。 民間では 

会社かもっとも優先すべきことを株主の利益の保護とすれば、 国有林では国民が 

株主に相当しよう。 しかし、 PL法などに見られるように、企業の社会的責任も 

厳しく 問われるよ うになってくると、 株主の利益だけでは企業の経営も成り立た 

なくなってきている。企業が持つ環境保全などに対する環境保護団体の監視の目 

も年々きつくなってきている。国有林における森林の取り扱いについて も、当然、 

国民の目 は 厳しく なるので、 環境保全に反しない配慮が要求される。

1960年代は不足する木材をいか に 供給する かが国有林に 課せられた経営 目的で 

あり、m 民の ニーズに も 合致 してい た。しかし、 その後豊かになった国民や社会 

は 人々の生活の質 に 関連した広範囲 の問題に 注意を 向け始めた。 そうすると、木 

材だけでなく 森林が有する 様々な機能の供給を通じて、 多方面にわたる社会生活 

の質の向上に貢献することが期待されてくる。従来は国民のうち山村住民に注目 

していればよい局面も多かったが、環境問題への国民の意識が高まるにつれ、都 

市住民にも目を向けた国有林の販売コンセプトが必要になってきている。もし、 

国有林が環境破壊の元凶であるような印象を国民が持てば、ただでさえ国からの 

借入金が巨額な国有林組織にとっては、大変苦しい状況に陥る。こうした設解を 

受けぬよ う、 自然環境の保全は回有林だからこそ国民の期待に応える レベルで実 

現しながら、 その一方で木材生産活動ができるという販活動が望まれる。 所有 

規模が小さいため間断な伐採しかできなく、持続的経営や自然保護に関心の薄い 

森林所有者からなる民有林に対し、我が国の森林の 1 /3を有する国行林が積極 

的に自然保護活動を行いながら持統的生産を実現し、 林業の社会的責任を果たす 

こ とへの期待が大き い。

このように「環境に配慮した販売活動 を展開することをグリーン•マーケテ 

イ ングと呼んでいる。 このマーケテ ィ ングには戦略的な要素と戦術的な要素の 2 

つがある。 ここで取り上げる 「環境に配慮した販売活動」は 戦略的な レベル で の 

マーケティ ングに相当しよう。
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2) ﾡ境保全をI視した販売戦略

もちろん環境保全に配慮した木材生産を行えば、 木材の価格は上昇せざるを得 

ないが、 田民の支持を得られれば、 他の製材品との差別化も可能となる。 例えば、 

自動産業でも トヨタや日産はエアバッグを全車標準装ﾡしたのに統き、 ABSを 1 

9 9 6年 ( トヨタ から 1 9 9 7年 (日産) にかけて標準装備とする 計画を公表 

している。 メーカー間での価格競争が激しく、安全面を多少 犠牲 にして も 他社 よ 

り安い価格で販売するという姿勢であった数年前は、 価格にこだわらない高級車 

のみににうした機能を標準装備していた。 それを全車に広げのたは、 例え価格が 

高くなるというデメリ ッ トを背負っても、 その方が安交全という点で消費者の支持 

を得やすいと販売担当者が判断したからに他ならない。

環境保全に関心のある国民がどのような主張をするかは、米国の例を見るとよ 

く分かる。米国の連邦有林で 北 マダラ フクロウの 生息環境 を保全する ため保護区 

域を定めよう と、 1 9 9 2年4月にオレゴン州ポー トラン ドでク り ン ト ン大統領 

が林会議を招集し、木材 の 伐採 を 行う には事前に料学的な環城影響許価を行っ 

てから実施することを定めた。これは大統領の森林計画と呼ばれ、 2 0 0 0年時 

点 に おける 連邦 有林 の 伐採 地 を、従米計画での2 3 億 6 0 0 0万立方フィー ト か 

ら9億立方フィートに、劇的に減少せざるを得ない事般を引き起こした。これな 

どは国有林のよ う な公的 機関では、 少しのき っかけで事業分野が大き く制 限され 

る例であり、国有林の日頃の販売活動でも環境保全に積極的に貢献している姿勢 

を提示していく必要性を示している。

林楽ではその経済活めがﾡ城と直接的な叫係を持つため、 ともすれば木材生産 

イコール 自然破壊 とと られやすい。 その理由と しては以下のようなことが考えら 

れる。

①伐採による野生生物の生息環境や生ﾡ系の破ﾡ

②生物多様性に逆行し生態系の単純化をもたらす単一樹種による森林の造成 

①③伐採過ﾡで引き起こされる土壌の授乱

④賃金水準や社会保隙の貧啊さ

③労働者の健康と安全性

こうした項目 について国有林の施業が十分に環境に配慮 した ものであり、 民間 

と比紋すれば国有林の労働条件はよく整ﾡされていることを国民に周知させる必 

要がある。 また、こうした 憂慮 に 対する 論理的な 対抗 手段 として は、用意周到な 

森林計画に基づいた林の利用目的に応じたゾーニングや持続可能な木材生産体 

系の確立があげられよう。前回の改普計画で国行林が4つの機能に森林を区分し、 

それぞれの林分に明確な管理日的を与えたことは、 こ う した最近の流れに合致し 

ており、好ましいことである。なお、林業は他の鉱物資源と異なり、再生産可能 

な天然資源であることが大きな特徴であり、 木材の長期的な利用は地球温吸化の 

軽減策としても十分に効果あることも、 強すべきである。 同様のことが森林の 

持つ 他 の 公益 的 機 能に ついて もいえる。

3) 消費者サイ ドに与える グリ ー ンの地響度

回行林の生産活動が国民にとって自然破壊と受けられるようだと、 国有林材 

の一次販売先が製材業者であっても、 さきほど米国の例で述べたように結果的に 

国有林経営が国民から支持されな く なる状況を生み出すこ とに、 十分留意すべき 

である。 一般市民が国有林に対しマイナスイメージを持つのは、以下のような活 

動を田有林が行った場合である。

①国有林の環境保全機能に対し一般国民が抱いている期待度に十分答えられない 

ような施業。

②木材生産が図境改壊をまき敵らすようなダーティなイメージを与えるような伐 

採方法あるいは伐採跡地の放置。

③ 消費者が環境保全を考えたときに、木造 住宅 を 敬遠 する ような 消費 行動 を 起 こ 

させるような情報の氾濫。

①環境への関心度が増すにつれ固林材への需要が伸びる、 あるいは価格の上昇 

を受け入られるような消費構造を作り上げられないとき。

⑤我が国の自然環境の改善に国有林が役立っているようなイ メ ージを起こさせる 

広報活動ができないとき。

⑥社会や環境へのプラスになることが期待できる規模と財政的資源を持った組織 

を維持できないと き。

民間企業では国民の反感を除くため文化・ 福祉活動のスポンサーになったりエ 

場などの公開日を設けて国民や地域住民との融和を図ったり、エコマーク を 商品
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につけてﾡ境視の姿勢を見せたり している。 国有林にとっては森林の公益的機 

能面から、 いかに有林が水土や環境の保全、国民 の 自然 休養 等 に 貢献 してい る 

か、十分な広報活動を行うとともに、国民と国有林の接触の場を提供することが 

重要になる。

4) グリーン・マーケティング・プロセス

現境を重視した販売活動で留意する事項としては、以下の項目があげられる。

①製品が環境に優しく安全であるか。

他の建築資材と比較し、木材が自然に近い素材であり自然生態系の営みの中で 

生産されていることを強調するとともに、 プラスチックや鉄等に比べ再利用や最 

終的な廃棄においても、以下にコストが安く環境へのダメージが少ないかを、消 

費者に理解させる。

②環境保全に関連があることを正確に伝えられるか。

素材生産におい て環境保全 に 配慮 している こと、 木材として大気中にあった炭 

紊を固定している量等について、科学的なデータを提供する。

③環境を重初した販売活動を行っている小売業との連携

環境保全に関心のある小売業や消費者グループとの連携を図る 。

①環境保全を考慮した生産活動

生産に用いる機械の地費や排気ガスの規制、伐採 区画 を とる 際 の 野生 動物 や 景 

観の保全などを、索材生産において 十分に配慮する。

⑤従業員の環境に対する理解度

環境保全についての研修を国有林の職員に対し実施する 。

⑥製品価格が環境を考慮したことを反映するとともに、顧客のニーズにも合った 

価格であるか。

環境 保全 のた め に 掛かり 増しに なった コス トが、 価格の中でどれだけを占める 

かを明示できるようにする。

⑦生産•販売組織が環境保全に対し十分に監視する能力があるか 。

国有林 外部からのメ ンバーによって構成される、 国有林の生産 ・ 販売活動と環 

境保全の関係を匿視する委員会を設诡する。

ここであげた項目はどれも、 木材を保統的に生産する組織であれば、十分に満 

たすことができる。国有林が環境保全という立場で差別化を図ることは、日本林 

業に とっても木材生産 が環境保全として見て も、プラスに働くという主張をリー 

ダーシップをとって発言していく という点でユま しい。

5) 経済活動と環境保全を公的機関で両立させる難しさ

林野庁は林楽分野において営利活動を行っている各縦営体を支扱 ・ 指導する政 

策を展開するとともに、自ら国有林という経営組織を維持しながら、自然環境や 

人々 の 生活環 境 を 保全 する 政策 も 展開 しなくて は いけない。このように林野庁は 

林業.林産業を維持.成長させていく任務と、環境及び市民生活の質の保全とを 

均衡させるという困難な業務を担当している。同じ組織内に企業利益を追求する 

・有#と、 それに各田制約を与えて管理する林衆数旅部門を抱えているので、 ﾡ 

境保全と経済活動のバランスを収ることは容易ではない。

そ れ では 図境保全:こ関心が髙 く なった消費者に対し、国有林ほどのような姿勢 

をとるべきであろうか。最終報告までに消費者である国民の木材生産に対する意 

向 を 詳しく 調べなければ いけない が、おそらく 国有林 は 以下 のスタ ンスをとるべ 

きであろう。

①木遣という 自然の 素材から なる住宅を 好む消費者は、 日然環境をも重初する立 

場の人々である。 そこで、こうした自然環境を乖視する国民の欲求やニーズを埋 

解した 上で木材生産活動を行うべきと考えられる。

②国有林が関係する自然環境は森林、とくに奥地山岳林が多いことから、自然度 

の高い森林は十分な配慮の下で保全され、木材は持続的な経営の基で生産され、 

かつ他の公益的機能をなわない人工林を中心と して、生産されている 二 とを周 

知させる。

③回有が木材産産活動だけでなく、自然林の保全やレクリェーションの場の提 

供、景観の保全や国土保全、水質保全等についても、森林の維持培養を通じて貢 

献できる木業を活発に行う。そのために必要な経費は国の一般会計予'算でまかな 

う こ とは当然であるとのコ ンセンサスも得る努力をする。

④ 海外 から の 輸入 材 に 比べ、国冇林 から 生産 される 材 は、どの 程度、環境に配嵐 

して出材されてきたかを強調できるようにする。 製材品になってからも国布林材
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として識別できるか疑わしいが、もし可能であるなら国有林材を使用したことで 

顧客がプライ ドをもてることが望ましい。

⑤他の木材生産組織や生産国が、とのように環境保全に配慮しているかを、十分 

に調査し参考にする。

®国有林での生産活動が環境保全に十分に配慮されたものであるか、 監視する細 

織を外部メ ンバーも加えて設置する。

こうした環境戦略に必要な情報は、販売戦略を担当する部署で収集しなくては 

いけない。そのためには絶えず進歩 している科学技術や、以前にもまして逃いペ 

ースで変化していく消費者のニーズを効果的に把握する能力を備えていなければ、 

ならない。 そして、販売する 側か ら 国有林材を どの ように他の 製品 に比べて 差別 

化していくかを 明確に し、 生産の現場に反映させる必要がある。

6) 環境マネジメント システム規格(IS014000シ リーズ)

通産谷 ・ エ業技術院は企業の原境問題への取り細みの熱意を図る国際規格ISo1 

4000シ リーズを日本工業規格(JIS)に取り入れることを決めた。 これまで日本企業 

の環境対策は、排出基準や廃棄物規制など出口に偏りかちであったが、IS014000 

シリーズの導入により、企業活動全般での環境問題への取り組みが問われること 

になる。この規格の認定を受ければ、地球温暖化の軽減に貢献する森林 ♦林業関 

連の企業体にとっては、海外の森林資源を守り 国内の森林を持続的に活用する 

: 環境 に 優しい」イ・メージを市民にアピールできるチャンスとなる。 それでは環 

境マネジメント システム規格(!S014000シ リーズ) とはどんなものかについて説明 

する。

IS014000シリーズは環境に配慮した企業活動を行うための規範とすべきマニュ 

アルとでもいうべきものである。1996年の環境政策会議BPOC'96を引用すると" ト 

ップを中心にそれぞれの企業行動に伴う環境負荷を踏まえた環境方針を策定・実 

施し、提示 された 目標を達成し、レビューし、維持する ための、当該細織の体制、 

計画策定、 責任、 運用、手順、プロセス、 資源等の企業活動全休のマネジメント 

システムに係る規格. とある。 国際標準化機情(ISO)ではIS014000シリーズのうち 

まず「現境マネジメントシステム」及び「環境監査」 についての規格を国際規格 

として成立させ、いずれは国際ビジネスの常温になるとされている。具体的には 

①ﾡ境間題に確ﾡ的 に取 り 組む経営方針や実施計画

②計画の実施、運用 

③自主的な県境監査 

①見直し作業による計画の改善 

という4つの段ﾡが取り細みの対象となる。なお、 これらの規格はあくまで任意 

規格であり、監査方法についても第一者である内部墜査、 第二者である関係者自 

らの監査、 客観性を持たせるための外部による第三者の監査を適用可能とされて 

いる。国際標準化機構でほこの他にも環境ラベル、環境パフオーマンス評価、ラ 

イ フサイ クルアセスメ ン トについても検討を進めている。

国有林において も環境保全について 監視す る 部門を設置し、こうした動き に対 

応できるようにすべきであろう。

7 )SCS森林保護プログラム認定章

Is0l4000シ リ ーズが林 ・林業分野でどのよ う に実現されるのか、 そのィ メ - 

ジをはっきりさせるため、 米国の料学的証明システム 社(ScS)が実施 している事業 

について紹介しょう。SCSは 主に 製品 の 環境 負荷 や 表示 の 証明 を 行って いる 民間 会 

社である。 scsが実施している事業の中に、森林保護 プログラム とい うのがあ る。 

これは森林資源管理と木材生産のバランスを評価するために作成されたもので 、 

その目的は- 木材生産において森林事業管理者、小売業者、製材業者、消費者に 

森林資源の持続性を重 視させる” ことである。そのため に森林の経営区毎 に 

①林資源の持続性 

②林生ﾡ系の維持

③周辺地域への社会経済 的 利 益

について評価しようというものである。そこで、ある特定の地域を指定して場所 

限定評価基準を学際チームによって作成する。SCSは林の所有者から提供された 

情報をもとに、各森林施業や存在 してい る森林資源 の状況 が 務準を 満たして いる 

かどうかを判断する。必要な 場合 に は 各 分野 の 專門 家 から なる チーム を 編成 して、 

現地調査を行って情報を収集す る。

森林保護プログラムの実行手順は次のようになっている。
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①契約合意

②評価チームの結成

③データの収集と分析

a.森林所行者から提供された施業計画とデータ

b.経験豊かな現地調査チームによって収集されたデータと初測情報

c.野生動物の生息地の存在と生息数に関する公表数価

d.森林施業を監初している、 もしくは地域に詳しい地元、州、連邦の林業機関 

e.森林の取り扱いに詳しい非政府団体(N60)、行政団体職員、地元集落の構成員 

との面談 調査

①評価基準の遺択と優先度

⑤森林施業の評価

あ木材の流通経路を包含した過跡調査

⑦認定証の授与

こ のSCSの森林保護プログラムは森林資巡が持続的に利用され、生態系 に も ダメ 

ージを与えていないかをチェックするものであり、 森林・ 林業分野でIS014000シ 

リーズに基づいてﾡ境マネジメ ン ト や環境監査を行う 上での参考となる。

4.販光活動を文扱する力私織の登備

図4-1は木材の方法別販売量 (林野時報より) の推移を示したものである。 

国有林が進めている立木販売への移行により、公的組織の合理化に対する限界を 

認識 して生産組織の簡素化を図る ことは、一つの解決策である。ただし、 そのた 

めにどのような規格の素材が国民のニーズに合うかを判断するための情報収集源 

を欠く ことに なったり、 規模の大きさというメリットによって実施可能な、 林楽 

への 麻 性能機械の導入、流通改革といった今の林業分野に必要なリーダーシップ 

を、国有林が放棄せねばならないというデメリットもある。しかも、我が国の林 

業界には国有林に変わってリーダーシップをとれるほどの規模の企業体はない。 

この点は、立木販売への移行にあたって十分に配懣する必要がある。すでに国有 

林は長期協定システム例度や共同請負制度等を通じて、立木販売主体になった際 

のデメリット を解消 しよう と努めているが、 もう一歩進んだ形でNTTやNHKに見ら 

れるような、関連企業の育成にも配慮する必要があろう。

Itis wood wus kereted 
froa a Stdte-of-ite-Art 
We-MoaossdForor

CERTIFIED

SCIENTIFIC CERTIFICATION SYSTEMS

Alntr;r/oleyl
サ%t4aゅt ・ょIr
«oiwTvalnlFys

図3- 1 SCS森林保護プログラム認定ﾡ
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表4 1は項目別の国有林の販売実績である。 木材だけでなく不動産の販売額 

も相当大きいが、 森林という多様な形での便益を提供する資源を扱っている割に  

は、販売項目が少ない。これは、 国行林が公的機関であるため事業活動に強い制 

約を掛けられていることに起因している。 国有林の所有や管理が林野庁に委ねら 

れていることから、他の’官 庁や 自治体、 民間が主体的に国有林を活用することも 

容易ではない。国冇林には貸与地という制度があるが、これは建物の敷地や道路 

敷等の小規校な面積を対象としたもので、森林の持つ各種機能を積極的に活用す 

るために流域単位での林地の貸借関係を想定したものではない。

当技術開発課題では、国有林の組織を簡素化するため、国有林材の処分形態を 

立木販売中心にする上で考慮しておいた方がよい点や、森林とい う 多様なニーズ 

に対応 しなくて はいけない資源を販売 してい く 方法として、国有林の事業に協力 

できる企業体の育成という観点から、販売活動の強化を図る ための方策にっき 中 

間段階での検討を行う。

表4-1 主な国行 林の収入 (平成5年度)

林産物収入 

ふれあいの郷 

分収育林 

森林レク

1,222億円

7

33

37

貸付 41

土石販売

林野売り払い

土地等売 り 払い

15

391

278

1) 他の公的機関のグループ企業の育成方法

1985年に民営化されたので経営形態は違う が、一つ の例 と してNTTを取 り上げて 

みよう。NTTは民営化はされたものの、依然として大蔵大臣が全株式の66.25%を保 

有している。当初 は全株 式 の 1/2迄の 株 を売却 する 予定 であった が、株の 暴落 で発 

売を中止したことにもよるが、 それだけに国の規制を受けた経営をやらざるを得 

ない形になっている。事実、 日本信電話株式会社法が商法規定に優先すること 

になっているし、 日本電信電話株式会社法の四条第二項では「政府は常時、会社 

の発行済み株式の総数の1/3以上に当たる株式を保有していなければならない。J 

と定められている。このよ うに国の強い規制を受ける とい う 点では、国有林野事 

業といまだ似ている。しかし、通信産業そのものは社会の情報化の波に乗って裾 

野 の大きな産業 に 成長してき たため、否が応でも NTTは その 事業範囲 を拡大せざる 

を得なく なり、 グループ企業の育成という形で対応している。

政府に保有されているNTT株の配当金は一般会計に組み入れられる ことはなく、 

全て姫盤技術研究促進センターに投資され、その かなりの部分 が 情報 ♦通信技術 

関連分野 の基礎研究 に 投資されて いる。 5つの情報・通信関連の研究細織が研究 

促進センターからの出資で連営され、 人貝は全て NTTか らの出向者である。

もちろんNTTとなる民営化以前の電電公社時代は出資行為は厳しく制隈されてい 

た。 しかし、新しい日本ﾡ電話株式会社法では出資に関する規定は ・切ない。 

つまり、 自由に 関連会社を世立できるように なった。そこで、NTT本体で行うには 

規制が多く認可が必要な事業は、 関連会社を設立して実施する方途をとることに 

なった。 電電公社時代の関連企業は僅か17社であったが、 民営化後は毎年30-50社 

を設立してきている。 こ れらの関連会社 をNTTは 次 の 4つに分類している。

①地域社会の愛市に応じて出資するもの

②NTTの技術を利活用 し、情報通信 産業の発展 に 資する もの

③ NTT※ 務を支援し、より よい 電気通信サービスの 提供 に 資する もの

① NTTが 保行する人的 •物的資源 を 利活用し、社会の 利便向上 に 資する もの

電電公社時期には電話事業の収支の懇化や人件費の増大が問題視されていたが 、 

NTTと して 民営化 後 に 好 業績 を 上げているのもこ う した 周辺 の 関連 企業 に 支えられ 

てる部分が大きい。 また、関連会社への社員の出向で人員の削減も急速に進んで 

いる。 関連会社といってもNTTの持つ遊休地を使用して植木を救培し、 それをレン 

タルする事業や所有ビルを活用したスポーッジム、 学習ﾡ、 コイン洗車場などの 

経営、 さらには不動産業、 キノコ救培など多岐にわたっている。こうした関連会 

社 に 出向 した 社員 は、一定 年数 を 経過 した 後 は NTT本体 に戻ることになっている。

電信電話公社時代の 1979年 に は公社の 資材調連金額の 56. 5が、1983年には57.

6%が 上位 10社 で占められ、そのう ち 電電 ファ ミ リーと云われる日 本電気、富 士通、
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沖電C気工業、 日立製作所が合わせてぷ逢額の4創以上を占有している。 この傾向 

はデータを公表していない民化後も続き、 新たにファミ リーに加わった松下、 

三菱、 東芝を加えた占有率はますます地増加傾向にあると云われている。 この傾向 

を NTTは 我が国の通信産業が国際化している通価市場で生き残るために、 関企業 

へのテコ入れは不可欠との姿勢でﾡ定化している。非効率性から直営部門を減ら 

して外注で行える業務の比率を増やすというのは、 国営企業のみならず、 多くの 

企業でリ ス トラの一環として行われている。

国有林はどちらかといえば木材生産に特化した事業体となっているが、 造林か 

ら素材生産まで一貫した生産活動を行っているので、組織内には多くの森林の取 

り扱い技術が蓄積されている。しかし、近年の動きを見ていると国有林自体で行 

う 班業は 管理を主体とするデスクワーク に収斂させ、 現場での林の取り扱いは 

外部委託にしていく傾向がある。 こうした中で前項で述べた環城保全に配慮した 

生産 •販売 活動 を 実現 する に は、国有林にﾡ積された技術を引き継いでいく受け 

皿を用意する必要がある。

さらに、国有林が環境保全に十分に配慮しながら製品生産を行っているという 

イメージを強調するのに、公益的极能に関連 した商品 を販売 してい くこ とが望ま 

しい。 それはレクリェーション施設やサマースクールの運営、 ミネラルウオータ 

一の販売、水土保全や野生鳥馱皆理、生活環境のための森林造成や維持管理を他 

省庁や自治体から受託するような業務である。 しかし、前述したように国有林自 

休は木材生産の管理業務に偏っており、今後の公益的機能関連の森林管理業務に 

ついては、外部委託により実施するのが望ましいと考えられる。このように国有 

林で著積した林の取り扱い技術を用いて、 様々な森林の公益的機能を実現でき 

る企業の育成 に 努めることに より、林業分野でのリーディイング・ カンパニーと 

しての責務を果たすことができよう。実際に、森林施業についての委託先には、 

知識や技術の者積が不可欠であり、国有林の適 切な 取り扱いを望むに も、 十分な 

能力を持つ企業 群 を育成するという 配慮 か必要に なる。NTTが 海外 の企業との 競争 

に勝ち抜く ため に グループ企業を育成する のであれば、田有林は自然生ﾡ系に無 

理な負荷を与えない高度な森林の取り扱い技術を有するグループ企業を育成する 

ということになる。 そのための第1段附として、 ある程度の事業規模を持った委 

託先の育成が急がれる。

5 .マーケティ ング情報システム

情報化 社会と云われて 既に 数年を経過する が、ここへきてインターネットの普 

及により、社会の各部門の情報化が急に進展 しだした。 そこで、従来からマーケ 

ティング情報システムの中心的な役ﾡを果たしてきたPOSシステムと最近になって 

注目しだしたネットワークについて、国有林材の贩売にどう活用するか、検討し

てみる。

1 ) POSシステム

日 本では販時点情報と 呼 ば れ る POS は、PoS システム発祥の地アメ リカではス 

キャニング・ システムと呼ばれている。 POSシステムの狙いは2つある。 一つ はパ 

ーコードを読みとるだけで販売された製品の内容と金額が即座にコンピュータに 

取り込めるので、販売に関する情報を効準よく収集できる。 また、 記入ミスを防 

ぐこともできる 「ハー ドメ り ッ ト」がある。 立木や※材の販売にバーコー ド が導 

入されたとすると、商品としての材の管理は単木単位になるか、少数の同じ規格 

の材を扱いやすい大き さにバン ドル化して取り扱えるよ う になる。 素材販で従 

来の入札方式をとるにしても、はえをﾡむ場合には数のバンドルが積み上げら 

れることになる。立木販売では販売される立木の認礎は、立木に貼られたバーコ 

ードを読みとることによって実施される。バーコードを専入した場合の販売業務 

を整理してみると、 つぎのようになろう。

国有林 の 全て の 販売 対象 商品 を バーコー ド により 一元的に 皆理 できる。これに 

より、商品情報を実際の物流と 切り離すこと ができる。また、注文 に 対しても複 

数の営林署にまたがって対応できるので、 指定された商品を短期間で納品するこ 

とが可能になる。併せて、在庫管理が容易になると ともに広域な供給及び市場へ 

の出荷調整が可能となるので、市場の需要 に 合わせた 柔軟な生産 計画を立てる こ 

ともでさる。 さらに、 過去の取引データをデータペース化することが容易となり、 

売上高の予測がし易くなる。

2 ) 電子的情報の性質

販売竹報を POS システムで電子化することにより、 次のようなメ リッ トが生じる。 

①データを正確・迅速に伝えることができる。
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図5 1 バーコードを利用した場合の業務・情報の流れ

電話回線を使用して情報の転送を行えば、 日本全国のどこにある情報でも、簡

に 1 ヶ所に集めることができる。 あるいは全田の営林局 ・ 営林署 に 分散 させて 

ある販売情報ファイルを、 いつでもどこからでも続むことができる。 これにより 

マーケティングを計画し、 実施し、 成果を見るというサイクルを短縮化できる。 

素材の生産であれば、もっとも適切な造材方法を伐採中の現場に指示しその結果 

を見る、あるいは どの 地域に 特定の 規格 の素材のニーズが高い かを 見極め、 その 

市場に出荷するといったことが可能になる。 立木であれば、どういった樹種、林 

齢の林分にニーズが高いか、どの素材業者がいつ頃っぎの事業現場を必要とする 

かを把掘することができる。 また、例え落札 していなくて も、 どの業者がどんな 

はえに何円で応札したかを調べることにより、需要 の 動向 を 見る こと は 可能 で あ 

る。 これは電子情報がもつ逃報性、機動性という性質によ る。 もし手人力でこれ 

らのデータをまとめていたのでは、タイムラグがありすぎて新鮮なデータで機敏 

な販売設略の作成を行うことができない。 さらに、 POSシステムではパーコードに 

より商品の動きを トレースできるので、 迅速な販売情報の収集が可能である。 

②情報が簡単に コピー できる。

電子的な情報は最初にかが入力すれば、 2回目からの使用コス トはきわめて 

安くすむ。 ただ コピーすればよいだけである。再利用 にかかる 経費は 電気代 く 

らいである。販売情報は多数の分野で共有 し各々 の業務に生かすと ともに、各販 

売政策が打ち出された背景としての情報を、各地の担当者が理解することができ 

る。 さらに、 米端の職貝も自分が担当している現場だけでなく、 日本各地の販売 

情報 を 手元の 端末機に 取り寄せて 調べ、 次の敗の参考にすることができる。 

③大量の情報を正確かつ容易に操作できる。

各地の販売情報をバーコードのように統一された様式でコンピュークに取り込 

み、各営林局•営林署のデータベース様式を統一しておけば、全国規模での販売 

分析も容易にできる。とき には 国有林材 の販売を 積極的に 行う か控えめに行う か 

を、国有林組織全体として判断 しなければならない局面かある。 そうしたときに 

も、・有林の持つ在庫量は簡単に集計でき、 買い方のうち国有林材を主体として 

いる業材業者や製材業者の手持ちの在厚も販売データから瞬跡に分析し、需給 状 

祝から見た固有林の販売方針を提示することは難しくない。

①情報の規格化、 ラベリングが通迷にできる。

必ずバーコー ドで現できる規格に全ての素材や立木が区分される。バーコー 

ド を 用いた 国有林 材 の 竹 理 は、 次のような手順によって行われるだろう。

7)全国の立木一本づつや素材のバンドルを対象にい、 立木番号、バンドル番号を 

記入したバーコードラベルの張り付けを、 現在のチョーク等による番号付けから 

変える。
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イ)長さ、直径、 樹高、 品等などの校尺や測定結果を、バーコード帳より入力し、

コンピュータ入力するとともに、 規格にあったバーコー ドを印刷する。

ハ)印刷 された 規格 バーコー ドを 張 り付ける。

こ う した一連の作業 により 情報の規格化 とラベリ ングができる。 国有林のよう 

に大きな組織では、管理しやすい商品情報をもたないと、情報を販売戦略に生か 

せない。

3 ) インターネッ ト

インターネットを 利用した 住宅展示場 が設けられた こと がある。 次ページにあ 

るの は 住宅展示場のホームページである が、 現在のネッ トワークの技術革新のス 

ピー ドから見ると、林業分野にインターネッ トが持ち込まれるのに、 1 0年とは 

かからないであろう。とくに 国有林のよ うに事業所を全国に展開させて持ってい 

る経営 体では、簡単な手順で大量の情報を格安で送ることができるインターネッ 

卜は利用価値が高い。 ここでは、贩売の道具 としてインターネットをとのように 

使えるかについて検討を加える。

インターネット は情報の受信•発信能力が高く 操作性に優れており、商像情報 

も送ることができるのが特徴の一つである。 また、 通常のパソコンで十分な通 

能力を備えることができ、公衆回線か使用できるので専•用回線を確保する必要も 

ないため、初期の投資コストは少なくて済む。販売のための利用 としては国冇林 

材販売のための情報センターを設けて、そこに販売に関連する情報を集積するの 

と、各営林署で分散して情報をもつ2つの方法が考えられる。 現在のコンピュー 

タの 外部 記憶装置 の価格の 低さや 情報転送のコス ト、 コンピュータの操作の確 

保 を考えると、 各営林器で管内の販売情報を持つとともに、 販売情報センターに 

全国の販売情報を集積し、ニ重に情報を管理することが望ましいと考えられる。 

販売情報はホームページに掲載されるのを原則とし、 まず、各営林署 が 立木及び 

素材 販売 に 関する 数値 及び 画像 情報 を、営林署 の パソコン に 入力 する。ここで、 

数値情報は直径や撈高、材長、ﾡ種、品等等であり、画像情報はデジタル・ スチ 

ール・カメラで取られた林分やはえ、 仙々の立木や未材の写真である。 これらは 

販売情報センターでデータベース化されホームページに記載できる様式に整理さ 

れ、営林署へ再度伝送される。 また、 全国の情報がCDに書き込まれ各営林署や大 

□需要家に配布される。

CYBER HOUSING

住友不動産 

ホー】

ﾡ 化 蔵 

(ヘーベルハウス)

二世帯住宅・ 3 階住宅のバイオニア. 
専門の研究機関を持ち、 

常に業界を リ ー ドする提案力で有名。

私たちは、 「住まい3代・
100年のおつきあい」を合言葉に 

住まいづく りの本質を追求しています。

アメリカで24年もの実績に支えられた 
ハイクオリティ ・ 口ーブライスの
輸入住宅をお届けしています。

ツーバイフォーNo.1メーカーとして、
独自に磨き上げた性能と品質で安心の 

住まいを提供します。 (1994年度建築実績)

企画:朝日新聞社広告局

【asahi.comメイ ンメニューに戻る】

図5-2 インターネット上の住宅展示場
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①※材販売の方法

国有林材の購入希望者は営林署のインターネッ トを通して、 あるいは CDか ら、 

全国の素材を画像 で確認 しながら、 必要な材に入札を行う。価格 がある程度 固定 

され入札 を行わない並 材 について は、購入希望者が必要とする材の規格及び量を 

コンピュークに入力する。 コンピュータは規格に合致する材の画像と搬送コスト 

を 順次画面 に 表示し、購入希望者は満足できる材についてインターネッ トを通し 

て発注する。落札された材は落札者のところへ営林署か配送センターから送付さ 

れる。国有林側の手配で配送 トラック に同方向への材を混載 し、 最適配送ルート 

に沿って順次、素材を発注者に届ける。

②立木販売の方法

立木販売については林分の外観や直径分布、過去の 施業履歴、試験ﾡきした材 

の外観、位置図などが情報として画面から提供される。購入希望者 は 全国の立木 

販売対象林分を画面で見ることができる。 また、 購人を希望する規格の林分につ 

いて情報を入力すれば、販売中あるいは販売予定の林分をコンピュータが画面に 

提示する。希望の林分が見つからない場合 は、国有林の木材生産林に該当する林 

分の中から検索し、希望する林分の伐採予定時期を確認することもできる。場合 

によっては、伐採時期を早めて購入希望者に便宜を図ることも行われる。

なお、 上記のシステムについては当研究の終了時の報告書で詳細な報告がなさ 

れる予定である。

4 ) 高度情報化社会に対応 した販売活動を支援

戸建て住宅の今後の 動向を考えてみると、阪神大震災での軸組工法に対する不 

安感や、 若い世代の洋風住宅に対するﾡ好などにより、 プレハブエ法や2*4工 

法住宅が今以上の加連度をもって増加するであろう。 こう した 工法 は 大手 工務店 

が得意とするところであり、戦後造林した人工林が続々 伐期を迎える時期には、 

大手工務店のシステムに合わせた丸太の供給体制を確立する準備が必要である。

そのためには個々の商品である丸太や立木の品質管理や在庫管理をするための情 

報システムを確立し、 短期間にあるﾡ度まとまった量を迅速に提供できるように 

するとともに、 長期的には一定の価格で安定的な供給ができるようにする。

国有林組織 が 全国規校で散 在して いる ため、 全体の販ﾡ状況を的確に把ﾡする 

には膨大な手間と時間がかかる。 それがPOSに よって電話回線ネッ トワークとパソ 

コンで瞬時にできる。 もちろん、国有林のように大きな組織では、故在している 

販ﾡ情報を統一的に管理しようという動きは早くからあり、 木材情報システムと 

して、 10年以上前から販ﾡ情報のシステム化が図られている。 しかし、POSやパ 

ソコン、ネットワーク 機能を活用する には時期的に早すぎたため、 システムとし 

ての機能を十分に 果たすこと が できなかった。 また、 データの集計処理のみに関 

心 が 持たれて おり、POSが目指したような販兆活動支援のための分析ツールは用意 

されなかった。このため、 情報化の動きは早かったものの、 国行林材の駆活動 

への目立った貢献は見られない。

以下にどのような情報化が国有林の販売活動に要求されるかを検討する。

(1) 販売情報の詳細化

POSデータが可能にするもっとも大きな効果は、個々の販売データを大量に 

処理するとともに、 詳細な販光情報をマクロレベルで活用できることである。 ネ 

ットワークやコンピュータのダウンサイジングによる分該処理が普及する以前は、 

販売情報も集中管理でマス的な販売戦略に用いられるだけであった。 しかし、パ 

ソコンの機能 が 充実し、 ネッ トワーク技術の革新によりデータのフィードバック 

が容易になると、販売活動の前線で個々の販売実績の分析が行われるようになる。 

国有林で 云えば、 九州で実施された立木販売の結果を関西や中部の営林署の立木 

販売担当者が参考にしながら、これからの販売戦略を練ったり自署の販売実績と 

比較したりする。ある 業者が特定の規格の材を集めている ことが分かれば、 その 

条件に合う材や立木を販売しようと している 営林署 が、 ピンポイ ン ト爆弾のよう 

にその業者への販売活動を行う。別の業者がここ当分の四、購入を控えており在 

Nが少なくなっていると判断されれば、 そこへもピンポイ ント販売活動を行う。

最近の広告業界の動さはマス広告から店頭プロモーショ ンのようなターゲッ ト 

を絞った広告活動に シフト しており、 衛星放送やCATV局、地域の FM 局の相次ぐ開 

局は、 特定の附層を狙った広告需要が高いことを物請っている。国有林 の販売活 

動 におい て も、 細織が全国にまたがっていることから多品目の※材を用意でき、 

あらゆる 種!類の需要に 対応する こと が可能で ある。 特定の買い方に応じた販売活 

動や国有林材の供給を行うことにより、 より有利な国有林材の販売が可能となる
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そのためには物件ごとの販売実績をリアルタイムで収集できるPOSのようなシステ 

ムと、 その情報を全国の営林局・署へ配布するネッ トワーク機能の導入が必要と 

なる。 このPOS及びネ ットワークシステムの利点としては、 詳細性、 迅迷性、正確 

性の3つがあげられる。 田行林での POS とネッ トワーク導人の狙いは以下のものに 

なろう。

・適正販売量の創り出しによる販売量の過不足の防止

・市場動向に応じた柔軟な系材・ 立木の販光

死に筋商 品 の早期排除と 価 格 動 向 に 応じた販 売 戦 略

・ 作業 効率 の 向上

・ 計画的な販売スケジュール

・ ﾡﾡ しの時間短縮

・ 細織的な立木 ・ 素材の販売

・ チャ ンスロスの 削減

・小さな管理細織と効準的な販売活動

( 2 ) 消費者パネルデータ

じつはPOSデータ だけ では販売活動のた めの 支援情報 を 作成する に は不十分 で あ 

り、買い方の行動や購入動機の背景を分析する情報も必要になる。このため一般 

には何人かの消費者にモニターを依頼し、いつどんな商品を購入したかを家計簿 

のように記入する作業を依頼している。国有林では精算業務がある ので、パネル 

データを用いなくても全ての販売した商品の購入者を特定できる。ただし、 各貫 

い方に関する情報を営林署の販売担当者はおおむね把握 している ものの、販売分 

析に 使用できる ような情報 としては、全く といってよいほど整備 していない。 現 

在、津山 営林署、新城営林署を対象にして、 過去5年ほどのそれぞれの買い方の 

勝人活動についてのデータベースを作成している。最終報告では、POSとネッ トワ 

ークが確立されたと仮定したときの貝体例と して、営林署の販売方針 と 買い方の 

購人形態についての分析を実施する。POS で はこ う した買い方に関する情報を消費 

者パネルデータと称している。

(3) ブランド・マネジャーの設置

組 織 的に 収集 ・番積された情報を行効に利用する手段と して、販売情報を分析 

し特定の商品 について の 販売戦略を策定する プラン ド. マネジャーの設置が考え 

られる。個々 の営林署が独自に 販売を実施 してい るが、 それを全国レベルか営林 

局程度を対象とした地域レベルでの販売を対象として考えるとともに、スギ、ヒ

ノキといったﾡﾡや天然林材、高品質材でほ 購人業者 も 異なる ので、全国レベル 

あ る いは地域 レベルでブラン ド ・ マネジャー のよう な販売責任者を設け るべきで 

あろう。 ブランド・マネジャーは国有林材の樹種・規格別に担当するブランドの 

商品力を最高に維持することが、 第一の努めになる。 次に利益管理に対する責任、 

最後が情報のキーマンとして、 自分が担当するブランドの木材に対しては、育林 

から伐採後の利用方法まで誰よりもよく知っているということである。 販売破略 

はブラン ド ・ マネージャーの下で立てられる ことになる。それを支援するのが販 

売情報データベースである。ブランド •マネジャー は販売情報から国有林の贩売 

力を把ﾡし、 買い方のニーズを推定し、望ましい販売戦略を立てる。さらに、国 

有林という大きな組織で担当するブランドの販売データを収集できるので、今後、 

市果市場と同様に増加するであろう相対収引における値頃感の設定も担当するこ 

とになろう。

販売 戦 略 の ・門 家の必要性についてコンビニエンス ・ ス トアの例をとって参考 

にしてみよう。 •般に コンビニエンス ・ ス トア間では商品の価格にほとんど差は 

ない。 しかし、系列店が違えば売り上げの平均は、25%～45%も違うと言われてい 

る。 これはセブンイレブンだとかローソン・ サンチェーンといった 各系 列のマー 

ケティ ング 能力 の差 によると宫われており、 個人営業のコンビニエンス ・ ス トア 

だとセブンイ レブン の 売り上げ の I 5%程度 しかない と見られて いる。 これは大手系 

列店が様々な情報を活用して、客の欲して いる 商品を限られた スペース に 陳列 す 

る能力が、 個人営業の業者に比べて格段に高いことを示している。

なお、ブラ ン ド ・ マネジャーを国有林のような公的組織で育成することは過去 

の人事管理の流れから見て容易ではないので、 自前で育成することが困難な場合 

は、 第3セクター的なコンサルタントを設立するか、既存の経営 コンサルタント 

に外注することになろう。

(4) 国有林 の 販売 活動 を 支援 する 情報 システム

市場が時間的にも空間的にも多様化しており、 こう した 市場 に 柔軟 に 対応 す る 

には、 リアルタイムでのデータ収集が必要である。また、多様化した市場に対応 

するため、 マスからミクロへという大きな市場構造の変化がある。 これに対応す
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るために、 米国の大手食品メーカー のGeneral Foodsの マーケティング・リサーチ 

部門のディレクターであるジョン・ウェーバーは、 販売情報の取り扱いは「デー 

タを集計せずにそのまま蓄える」、「データの統合化」、「システムアプローチ 

の進展」、 「コンピュータの役割が意志決定の支援に」なると 音•っている。これ 

は 単に 集計 して 得られるような 販売情報を見ても、 現在の市場の販ﾡ分析には役

立たず、 個々の販売情報をデータベース化し詳細に分析して初めて、 適切な販売 

戦略や戦術を打ち立てることができることを強調したものである。

しかし、従来の国有林の情報処理戦略はガ務合理化の面から進められているも 

のが ほとんど で、販売戦略に活用するための情報をデータベース化しようという 

動きは、 木材情報システムを除いて見られない。今後はこう した経営戦略に も通 

ずるような情報処理プログラムの開発が生まれよう。

6.木材の流通機構の改革に合わせた対応

円高、他国 に比べて生産性が低い流通業やサービス産業の改善を 目指し、国際 

的な競争力を持たせる ため、 「価格破壊」とい う 言葉がよく 使われる ようになっ 

てきた。木材においても、輸入材の 価格が国産材のそれに比べて圧倒的に低いた

め、いずれ戦後造林した人工林が主伐時期を迎えれば、輸入材との競合を 目指し、 

素材の販売 においても 「価格破域」の生ずる こと が 予想される。この 「 価格破壊」 

は林業部門での素材生産コストを削減するというよりは、流通コストの削減とい 

う形で実現されるであろう。もちろん「低格破壊」そのもの は 希里 小売 価格を設 

定 し建値 制 を採用 してい た メーカーを オープン価格 に 変えさせたり、 プライベー 

ト商品を流通業者に開発させることが狙いであるが、それによる流通機構の変化 

は 当然、 木材商品にも及んでくる。

1 ) 他産業の流通機構への対応の仕方と国産材への適用

物流 と情報の流れ が 全く 分化 していないのが 国産材 流通の特徴であり、 それ故 

に古い流通形ﾡをいまだ木材分野に温存している。国産材における「価格破壊 

を見越して流通コス トを削減しよう という動きが木材業界に見られないため、ど 

のような 形 で価格破壊や流通コストの 削減か実現されるのか明確ではな い。そこ 

で、他産業の動きを参考にしながら検討してみる。一般に素材や製品価格の低減 

のために取られる手法としては、流通分野の改革、 組織の改革、 経営の改革があ 

げられる。 流通分野の改革がここではもっとも関連が深いが、その主たる改善項 

目と して下記のものがある。

♦小売業のプライベ ー ト ・ ブラ ン ドの開発

・ 製造部門と小売り部門の協力による商品開発と合理的な低コス ト物流の実現 

♦小売業の物流センター建設による卸部門の排除

・ 流通部門のﾡ理費の削滅

・流通企業による海外からの輸入

•小売り企業による海外からの直輸入

・規制緩和による店規模、 新規出店、 扱い品目の拡大

こうした変化が木材部門ではどのように生じるかを少し詳しく見てみよう。

(1)小売業のプライベー ト ・ ブラン ドの開発
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現在の田産材のうち高価格でしかも 定量のシェアを木材市場で確保している 

ものの多くは、 銘柄化によって好品に近い形での価格形成がされている。例え 

ば価格がある程度拮抗しているスギと米国産のスプルースを比較してみよう。ヤ 

ング計数や節の状態など物理的な強度に関する点では、当然、スプルースの方が 

優れている。 しかし、スギが何とかその価格をスプルースと同程度に維持 してい 

るのは、 国産材というブラ ン ド が心理的に 多少効いて いる こと ほ想像に 難く ない。 

ヒノキの価格がこ う した材に比べ高いのも、 品質とともに ヒノキという プラ ン ド 

が大きく影響している。 さらに、朿濃ヒノキ、 吉野スギ、 天花スギ、尾鷲ヒノキ 

など様々な地域名をﾡした銘柄材が市場に出回っている。 これはブラン ド によ る 

差別化を図って、 少しでも価格面で有利にたつための破略として、 各地で採用さ 

れた結果である。 国有林材にしても地域別にこうした試みがなされている。 しか 

し、住宅産業がコスト削減を目指してプライベート•ブランドの形で製材品を扱 

いだせば、 国産材のブランドとしてのメリットは一気に低下する。 近年の住宅が 

熱組工法から2 X 4工法や壁工法等に変わりつつあり、在來工法であっても 内装 

のクロス張りにより露出する柱が減少することにより、住宅産業はコスト削減の 

ために不必要なブランドは排除する方向で住宅資材の調達を図るであろう。 そこ 

で、 ブランド化で持っている固産材の価格はより低下する可能性がある。 国有林 

においても純然たる物理的、美的な差別化が可能な、あるいは資源の希少性があ 

るブラン ドは別と して、単なるネー ミ ング的なブラン ド は 消滅 する 事 を 前提 と し 

て販売紙略を図る必要がある。

(2)製造部門と小売り部門の協力による商品開発と合理的な低コスト物流の実現

製鉄産業を例に取れば、間に商社部 門が入ってはいるが自動車産業と 協力 して 

自動車向けの鋼板の開発を絶えず行っている。木材では植栽してから伐期までの 

時間が長いこともあって、最終需要者と共同して林分の生産目的を決める作業は 

難強しいが、造材に あたって は 国営企業であっても最終需要者と 協力 し合うことも 

考えるべきである。 例えば、工務店の連合組織や大手住宅メーカーとタイアップ 

し、需要者が望む規格の材を一定量、固定された価格で提供する事業なとである。 

(3小売業の物流セ ンター地設によるﾡ部門の排除

国産材が輸人材に対して持っているデメ リ ッ トの一つとして、 流通機構の複雑 

さがよくあげられる。現在の現物視認による丸太の取引は、高級材はともかく並 

材に対しては災な価格形成機能を有していない。また、 75%以上のシェアを持つ 

輸入材が船約による大量の海上崎送のメリッ ト に 加えて、国産材に比べて簡潔な 

流通機構というメリットも併せ持つことを考えると、現在、輸人材を使用してい 

る国内の住宅産業や製材業が国産材の仕様を検討する際は、卸部門の排除は当然 

メニューとして上がってこよう。その場合は国有林が木材の乾燥機能そのものを 

持つかどうかは別として、 あるﾡ度まとまったロッ ト でか つ 安定的に 製材 工場 や 

物流センタ -、直接納入できるシステムを確立する必要に迫られる。 なお、物流 

セ ンターは市場と同 じょ う にヤー ドを持つが、価格形成機能は有 していない。

(4)流流通部門の管理費の制淡

我が国の物流産業来の管理費は一般に取り扱う品物の価格の30%と言われており、 

米国の15%に比べると、 その生産性が低いと言われている。価格破壊のボイントの 

一つに物流破壊が言われている原因がここにある。 管理費を削減するためには、 

ネッ トワークやPOSの導入がそのための道具と して持ち込まれることは明らか 

であり、国有林の丸太供給体制もそれに対応できるよう情報化することが不可欠  

である。

(5)流通企業による海外からの崎入

木材 の 自由化 は 1 9 6 0年代半ばから実施されており、 最近の流通産業の海外 

ﾡ開の影響は今更という感がある。と くに商社の海外における木材資源の開発は 

早くから実施されている。国産材の生産コスト が現在のように 海外 に 比べてずは 

抜けて高い状況か長期的に統けば、流通機構が海外で森林の造成そのものを始め 

る可能性もある。さらに、製材コスト 自体も我が国のエネルギーコスト や賃金の 

高さから、JAS 規格製材工場の海外立地が年  々進んでおり、この面から も木材供給 

の海外シフ トが拡大していることに留意すべきである。海外の積極的な森林 資源 

の 造成 と 成熟 化 状況、我が国の 労働賃金の 高さ、 長期的な円高傾向などから、輸 

入材を取り扱う流通企業である商社は、ここ当分は丸太や製品での木材崎入は現 

在の水準あるいはそれ以上の水準で推移させようとする意向が強い。こうした状 

況下で国産材のシェア、国有林材の売上高 を 伸ばそう とすれば、かなり思い切っ 

た販売戦略が必要となる。

(6)小売り企業による海外からの直輸入

価格破壊のバネの一つと して、 大手スーパーを中心と して海外からの直輸入や、
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子会社を海外に設立し、 そこからスーパーへの供給が行われるようになってきて  

いる。 木材産業でいけば、 製材業や紙パ産業が海外に工場をシフトさせ、 そこで 

原木を入手することに相当する。 紙パ産業の資源調述のための海外シフ トはここ 

数年著しく、国内のチップ工場の相当数は既に閉鎖している。数材業についても 

近年のJ AS規格 の申請が海外工場についてのものが多くなり、 大手製材業者の海外 

シフトが進んでいる。国有林材が小規換な木材加工業者のみを対象とする場合は 

問題ないが、大規模な需要者をも贩売先ターゲットに入れる場合は、大手業者の 

ニーズに合う販売方法を検討する必要がある。

(7)規制級和による店規ﾡ、新規出店、扱い品目の拡大

一般の商品はスーパーを中心とした大手小売業が、店の規模拡大や新規出店を 

規制級和の動 きの中で積極的に進め、米やアルコールな ど従来規例 されていた品 

目についても取り扱えるようになった。製材品の流通チャンネルほ国産材、輸入 

材ともにほほ安定しており、今後のキーポイントの一つ は、DIY関連の流通経路が 

どの程度まで増加するかであろう。 北米ではホームセンターが全ての住宅資材を 

一ヶ所で販売しており、個人の大工はホームセンターで必要な資材をそろえるこ 

とができる。 この流通形態は流通コストを前滅できるだけでなく、 住宅地設費に 

占める建設資材の見積もり低格を明確にすることもでき、 分かりﾡい日本の住宅 

建設費用の透明化にも役立つ。国産材消費の中心は中小の工務店による木造住宅 

建設であり、発注 や買い付け の容易さ からホームセンターへの潜在需要 は 高いと 

みられ、現在の国産材の流通形態 が ホームセンターへ大規模 集中化 していく可能 

性は十分にある。

2 ) 素材市場の機能と 改善方向

現物 視認 を 原則 とした 素材 の 取引 は、国有林 では 土場 に はえ を 積んで、 入札に 

かけるという手順を取って実施されている。これが民有林の場合では入札よりも 

競りが多く なる。しかし、円高基調、住宅建設費の内外価格差の解消、熱帯を除 

いた海外の森林資源の充実、生活者のディスカウント志向、規制級和、独禁法運 

用ガイドラインの制定などは、 長期的には木材価格の低下こそあれ、 際だった上 

昇は期待できない状況にある。 こうした 中で 国産材を輸入材と競合 させていく に 

は、 生産の低コスト化とともに流通の低コスト化も必要になる。それで は、国有 

林の場合の流通形態には価格破壊を必要とするような問通点はないであろうか。

素材として国有林材を購入する際、 適切な価格を判断して入札するため、 業者 

は 経営 責任 者 や それに 近い 人材 を、現物の確認のために営林署の土場に派遣して 

いる。大手の 企業 に なれば 各地の営林署の 土場を回る ために、責任 者の 時間 の大 

半 が 費やされている。 各営林署での買い付けの量はせいぜいトラックー車分の数 

十立方メートルである。一方、輸入材については商社の木材部門の担当者が買い 

付けて いるが、現地 の駐在員や派遣社 が一線の 業務を行っており、 人件費は国 

産材専門業者の担当者に比べれば低 く、逆に 買い付け 员は 輸送船一隻 分の 数万立 

方メートル である。 立木販売にしても日本では1 ヶ所が数haに対 し、海外では一 

つのコンセッ ショ ンが数千haから数万haに及ぶ。国産 材買い付けに あたって のこ 

うした不利益な点を改善するには、物流と情報の流れを分離することにより、全 

田の回有林材の生産及び販売情報をどこからでもアクセスできるようにし、 買い 

付けのためのコス ト を 削減 する 必要 があ る。

流通段階が合理化されるのには川下からの合理化と川上からのそれの2つの流 

れがある。 川下からの合理化はスーパーやディ スカウ ン ト ショ ップを中心と した 

大手小業からの流通分野の短縮化である。既に、 多くのスーパーや百貨店は自 

社の社員を世界中に買い付けに走らせたり、 子会社を設立し直接に必要な商品を 

生産 している。 さらに物流センターを設けて、 従米果たしていたﾡ・問屋の在庫 

機能や配送機能も肩代わりするよう、生産から流通 •販売まで 一体化 しよう とい 

う動きがある。

川上からの改善の動きとして、流通コストの 削減 に 熱心なメーカーか自社系列 

の販売会社を設立し、卸 •問屋を排除し直接小売業と取り引き しよう としている 

場合があげられる。っまり、 メーカーサイドが流通分野を短縮化しようという動 

きである。 例えば、洗剤 メーカーである花王や各自動車メーカー、製薬メーカー 

など、 販売会社を持っているメーカーがこれに相当する。 日本の流通業者 は 普通 

は30%近く、 少なくても15%は中間マージンを取っているので、 その分余計に利益 

を 得る と同時に、 小売業の販データを直接人手することができるメ リ ッ トがあ 

る。また、 北米ではファク トリー ・ アウ トレッ ト(FO)といわれるメーカー直営の 

郊外型販売店が増えている。我が国でも価格破壊や規制緩和が進めばメーカーが 

小売業まで進出するケース は 増える だろう。国有林の場合は物流センターを設け
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て市場の仕訳機能を担当させ、直接製材工場に相対取引で販売することが、 これ 

に相当する。

木材にとっての流通機構の短絡化に対する反対意見は以下の2つの根拠に基づ 

いている。一つは、市場での競り や入札によ って価格形成を図っており、 市場が 

なくなることにより適正な価格を形成することかできなくなるという理由である。 

もう一つは、森林所有者はだいたいにおいて所有規模が零細である 上、一つの伐 

採箇所から多様な規格の材が生産される ため、製材工場に供給するロッ トを大き 

くするための仕訳機能を、素材 市樹 に持たせようとい う ものである。この2つは 

ともに これまでの日本林業、 とくに民行林ではI要な役ﾡとして機能していた。 

また、国産材が圧倒的なシェアを誇っていた時期に遡れば、他産業においても何 

段階かに わたる 問屋機構や、 市場機構などが流通池ﾡに組み込まれていた。国有 

林の土場は、民冇林ほどには仕訳機能を果たしていないものの、国有林材の買い 

付け が主体 である 素材業者 では、 自社の土場において仕訳をし各製材工場や他の 

素材市場に適した材を送り込む機能を果たしている。 国産材の市場占有率が25 

% に 満たない シェアを維持する ことに満足 している段階では、従米の流通方式で 

もある程度は機能するであろう。しかし、円為基調の中で輸入材や木材の代替材 

と競合しシェアを拡大していく ためには、素材 生産の合理化だけ で対応していく 

にほ限界があり、流通過程の短絡化や需要側のニーズにあった商品の生産を図る  

ための情報収集という立場から、彥材や製材品を供給する側が流通分野に進出 し 

たり、 大規ﾡ化していく住宅産業が直接に製材工場側と取引を行うために既存の 

流通過程をカッ トしようという動きがでてこよう。例えば京都の北山で磨き丸太 

を生産するA社では、 大手住宅メーカー向けの材は市場を経由せず直接メーカー 

に発送している。 つまり、 価格形成や仕訳といった蒸材市場の機能に10〜20の経 

費を支払う余裕が無くなってきている。国有林を対象としている素材業者も、そ 

の狙い は 高品質材の 扱い に あり、 今後いっそう並材の比重が多くなってく るであ 

ろう田有林の生産傾向からすれば、魅力 を感じなく なり取扱風 を減らす か 撤退す 

る可能性は十分にある。 手数料が収益となる素材市場や楽米材業者が低価格材の取 

り 扱い を 好まなければ、素材 市場 や 業者 の 存在 自体 が ネック になって、 大手住宅 

産業 が 国有林 材 の 利用 促進 に 消極的に なる 可能性 も ある。 また、独禁法 連用 ガイ 

ドライン制定後は流通による輸入際壁の撤廃という外圧と相まって、 他産業では 

日本の伝統的な流通経路に大きな変革が起きており、木材 について も 今以上の流 

通合理化の動きが近い将来起きよう。

野菜を例にとって流通の合理化が競りをどのように駆逐しているかを示そう。 

国内最大の青果市域である東京都中央卸売り 市場太田市場では、 スーパーの開店 

時間である1 0時に合わせたり地方市場に配送するため、 取扱量の6〜7 割 が深 

夜に出荷される。早朝の競りにかかるのはその後りにすぎない。価格の多くは仲 

御業者と大手小売店の相対取引で価格が決められる。交 渉 は前 日に価格、 数量を 

あらかじめ 決めていく 予約方式で定められる。仲 卸業 者 は 予約 された 数 を を 各 産 

地から 出荷させる 手続きをとって取引 は 終わる。こ こで決ま った 価格が翌日 の競 

りの行方を左右する。 もちろん、ﾡ度や品質にパラッキのある野業を予約型で決 

め る ことに対する 抵抗は大きい。しかし、品日によっては半数が海外からの崎入 

であり、全焼 も 独自 の 集配 センタ ーを 通した 生協、百貨店との取引や通販売を 

増やして いる 現状では、野菜を競り に掛けて いく 方式は今後 も減少 してい く とい 

われている。 木材においては大手の住宅メーカーは田産材を主たる資材加速先に 

はしていないので、競り による価格形成機能は十分に生きているが、国産材の多 

く が 成熟 した 時期 に は 青果物 と 同じような 経 Wで、大ロ 需要 者 との 取引 が 増えて 

誠りの役割は清厳していくであろう。

v. まとめ

現在の 日本林業の 不振は 多分に構造的な ものであり、その中で十分な利を得 

るような販売活動を展開することは、極めて困難である。また、国有林の森林資 

源状況自体も販売するにあたって魅力ある材を包含しているとは言い離く、販売 

活動においてもその点は十分に認識しておく必要がある。現状の販売体制はどち 

ら かと いう と 各 営林 ◆部 に 分散 して しまって おり、 全国規模の細織の利点を活かし 

た販売をしようという視野には欠けている。最終報告で提案する予定の販売シス 

テムは、 出来るだけ物と情報のれを切りﾡしPOSや イ ンターネッ トを用いて、 

我が国 では 格段に 大きい 木材 生産 組織 と して の 利点 を 活かした もの に なるこ とを 

考えている。一方で、国布林が公的細織であるために販売活動のI要性があまり 

認熾されておらず、どちらかといえば生産重視の組織になっているが、販売体制
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を強化するためには、民間に ある ブランド •マネージャーのような 販売 に 対する 

資任をとれる組織を導入し、 消費者にアピールできる製品を作っていく ことがf 

要である。 そこで、ブランド マネージャー を 想定 し、それを支援するための情報 

システムについても、最終報告で検討する。

ただ、近年の環境保全への国民意識の高まり は、国有林の無秩序な伐採活動を 

歓迎しておらず、多少経費がかかっても十分に環境保全に紀慮した森林施業を望 

んでいる。 こうした こと から、グリーンマーケッティングの概念を導入して、国 

行林の販売姿勢を考えてみた。今後 は その 具体的な 実現 方法 について 検 対する 必 

要がある。

素材市塌や素材業者の今後の位 鈕 付けについて は、 さらに調在を加え、収集し 

つつあるデータの分析も加えて、国有林に対し果たしている役割や今後のあるべ 

き姿を、 最終報告書ではより明確に提示する予定である。ただし、国有林のよう 

な大手の素材供給者が各営林署単位で販売を行っていたのでは 、 小規模の米材供 

給者と何ら変わらない位付けになってしまうのは明らかであり、 今後も※材生 

産を続けるのであれば、並材についてほ組織規操のメリットが発揮されるよう、 

物流センターを設けて規格化された能材をバンドル した ものを、 カタログ商品と 

して取り扱う方向で販売戰略を提案することになろう。また、委託販売が中心に 

なるであろう高級材と併せて、一部の並材は従米通り地元の森林 •林業 セクター 

を育成するため、 民間市場を通して地元で販売されることになる。ただし、従来 

においても各営林者で販売された業材や立木が、 同じ営林器管内の製材業を育 

成するために使われている量は多くないことと、 多くの添材業者やﾡ材※者は 

数の営林署から購入しており、 大部分の素材を物流センターに集中 して配送 した 

としても、地元業者 の育成 に 大きな支障 は 生じないであろう。 どちらにしても国 

産材のシェアを回復するには、 生産コス トの 削減 以上 に 能材市場等を 経由しない 

流通体系の合理化を進める必要がある。
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